
番号 頁 行 種別 意　見　・　要　望 対応頁 対　応　方　針 備　考

① 4 21 語句 「明治時代には琵琶湖疏水が建設され」とは、明治時代のいつごろか。 4 「明治時代中期」に修正。 委員会

② 7
表
1-2

語句 「有堤部溢水」、「無堤部浸水」の違い。 7 注釈を追記。 委員会

③ 12 11 語句 地下水かん養の「涵」は常用漢字になった。 12 修正。 庁内関係部局

④ 13 3 意見
宇治川本川の水質環境基準については、山科川合流点より上流がA類型（宇治川(1)）に、
山科川合流点から三川合流までがB類型（宇治川(2)）に指定されている。
また、宇治橋は環境基準点ではないが、宇治川(1)の水域にある。

13 庁内関係部局

⑤ 13 5 意見 田原川の水質環境基準は全域A類型に指定されている。 13 庁内関係部局

⑥ 13 11 意見

下線部を追記。
「下水道は、・・・普及率の向上が目覚ましい。今後とも、下水道等の整備や、水質向上に
向けた取り組みを進めるとともに、関係機関や住民と連携協働し、良好な水質環境の維
持・改善に努める必要がある。」

13 修正。 庁内関係部局

⑦ 14 2 意見
環境省作成のレッドデータ分類を基準に表記しているが、地域固有の自然環境・生態系の
一部としての野生生物であるので、府のレッドデータを基準に表記し、国の分類と比較する
方が理解しやすいのではないか。

14 希少種の説明に、府のレッドデータの分類を併記。 庁内関係部局

⑧ 14
図

1-12
図表 配慮すべき野生生物の分布の凡例がわかりにくい。 14

両生類、淡水魚類、昆虫、植物に分類した分布図とし、府管理河川に
直接的に関連しない種及び生息域が限定される恐れがある種につい
ては表記しない方針で修正。

庁内関係部局

⑨ 16 1 語句 「堂の川」や「木幡池」など名称を統一さたい。 16 「堂の川（木幡池）」に統一。 庁内関係部局

⑩ 16 8 語句 「重要種」などを、「希少種」に統一されたい。 16 修正。 庁内関係部局

⑪ 17 10 語句
「○○年に１回程度の降雨により予想される洪水を安全に流下させる」とあるが、「洪水」
は、河川から溢れる現象をイメージするので、「出水」、「増水」などと使い分けるべきでは
ないか。

17 注釈を追記。 委員会

⑫ 17 12 意見 優先的に整備を実施する河川の抽出過程が分かるように記載すべきではないか。 10
宇治川下流右岸ブロックの課題に、「近年の出水により河川が氾濫し
浸水被害が発生している区間では、優先的に河川整備を進め早期被
害軽減を図る必要がある」と追記。

委員会

⑬ 17 18 意見
「浸水被害の解消・軽減」とあるが、河川改修が完了しても低地では浸水することを認識す
る必要がある。

17 「浸水被害の解消・軽減」を「浸水被害の軽減」に修正。 委員会

⑭ 17 19 意見

山科川、安祥寺川、四ノ宮川の流域は密集市街地で地下空間の利用も進んでいるため、
整備目標を示すべき。特に、３川合流地点がネックとなっており早期に改修を実施された
い。また、藤尾川は滋賀県の流域を受け持っているため、流出量の抑制について協議され
たい。

17
山科川、安祥寺川、四ノ宮川、藤尾川は、近年の出水で外水氾濫によ
る浸水被害が発生していないため、重点整備を行う河川の整備が一
定進捗した段階で改修の実施時期について検討することとしている。

関係自治体

⑮ 17 25 意見
下線部を追記。
「下水道管理者等の関係者と連携協議し、下水道事業や貯留・浸透施設の普及拡大など
流域全体での総合的な治水対策について検討を進める。」

17

下記のとおり修正。
「 下水道事業や貯留・浸透施設の普及拡大など流域全体での総合的
な治水対策について、下水道事業者など関係機関とも連携し検討を進
める。」

庁内関係部局

⑯ 18 1 意見
下線部を修正。
「特に、古川など都市河川の流域では、・・・」

18
下記のとおり修正。
「また、特に古川など都市河川の流域では、・・・」

庁内関係部局

宇治川圏域河川整備計画（原案）に関する意見および対応方針

水質環境基準が指定されている区間と、その基準点の関係を明確に
した記述に修正。

第１章　1.1 圏域及び河川の概要

第１章　1.2　河川整備計画の目標に関する事項
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番号 頁 行 種別 意　見　・　要　望 対応頁 対　応　方　針 備　考

宇治川圏域河川整備計画（原案）に関する意見および対応方針

⑰ 28 5 語句
「捷水路」は専門用語のため、ふりがな（しょうすいろ）を付けるとともに、注釈の追加が望
ましい。

28 ふりがなと注釈を追記。 庁内関係部局

⑱ 33 6 意見 主語として「戦川は」を追記し、新田川との区別を図ってはどうか。 33 修正。 庁内関係部局

⑲ 33
図

2-21
意見

やむなくコンクリート河床張りとする河川でも、澪筋をつくって水深を確保し、隠れ家の水溜
まりをつくるなど魚類が生息できる環境に配慮されたい。

33
「新田川は、河床勾配が急なことから河床をコンクリート張りとする必
要があるため、澪筋を設け平常時の水深を確保するなど、可能な限り
生物の生息環境の保全に配慮する。」に修正。

委員会

⑳ 35 7 意見
河川の日常的な変化は住民にこそ分かるということもある。河川管理者による巡視だけで
なく、住民連携・協働の仕組みが理想と思われる。

38
維持管理や安全利用における地域住民との連携は重要なことと考え
ている。山城うるおいパートナーシップ制度もその一つであり、そういっ
た取り組みを広げていきたい。

委員会

㉑ 37 10 意見
宇治川本川の堤防が決壊した場合、旧巨椋池などの低地における被害は甚大である。宇
治川は国の管理であるが、避難に係る情報提供は自治体の責務であり、全体をコーディ
ネートする京都府の立場として本整備計画にも触れる必要はないか。

37 委員会

㉒ 37 10 意見
宇治川の水位が上昇したときに強制排水するポンプの操作ルール含め、低平地の水害リ
スクを住民が認識しておく必要があるため、ソフト面で整備計画に記載すべきではないか。

37 委員会

㉓ 18 8 意見

　「宇治川圏域の市街地を貫流する地区において、貴重なオープンスペースやうるおい空
間としての水辺利用や、豊かな自然環境を活かした水辺利用など、適正な水辺利用が図
られるように努める。さらに、良好な水質、水量、多様な生物の生息・生育環境の保全など
流水の正常な機能が維持されるよう努める。」とありますが、この目標を是非とも具体的に
推し進めて頂きたい。
　宇治川下流左岸ブロックを流れる古川・名木川・井川の流域には小学校や中学校があ
り、総合学習や環境教育を進めていく上で、これら河川の果たす役割は大きい。そこで、整
備内容として河川に接近できる場所を具体的に整備すること、そして、そのためにも魚も含
め多様な生物の生息する川づくりをお願いしたい。
　ところが、これらの河川は水質が悪く、現状では川に入る取り組みに大きな困難がある。
現状と課題で、水質の改善がみられないという問題が明確に記載されているにもかかわら
ず、何ら具体的な水質改善の施策が書かれていない。全国的な水質改善の取り組みなど
からも学びつつ、是非とも古川・名木川・井川について具体的に水質改善の整備目標と整
備計画を策定して取り組みを進めて頂きたい。そして同時に、教育にも活用できるような親
水域づくりや子供たちが遊べる水辺の創出をお願いしたい。
　河川整備計画においては、各河川についてそこまで具体化するものではないのかもしれ
ないが、それならば、今後の河川整備の進展の中で検討し、具体化を図って頂くようお願
いしたい。

18

　良好な水質、水量と多様な生物の生息・生育環境の保全、適正な水
辺の利活用など、河川整備計画の目標の実現に向けては、河川整備
や維持管理の実施の段階において、関係機関（環境部局、市町、市民
団体等）や地域住民とも連携を図りつつ、具体的な方法についてさら
に検討を進めていくこととします。なお、都市河川における水辺利用に
は予期せぬ水位上昇など危険を伴うことが予想されるため、地域での
安全確保の取り組みや啓発が不可欠と考えています。

府民意見

㉔ 18 16 意見

　宇治川のブラックバスについても、琵琶湖のような回収箱を設置してリリースしないように
できないのか。
　河道の縦断方向の連続性の確保を行う場合には、外来種の侵入や生息域の拡大を誘
発する恐れがあるため、その効果や影響を点検して効果や影響について学識者の助言を
得て対応に努める。というのは賛同できる。
　河川整備のとき、多数の魚の死体が浮くことがある。最近めっきり少なくなった魚が浮い
ていることもあるので、河川整備のときは気を付けてもらいたい。
  

18

　特定外来生物への対応については、情報提供など関係機関（環境
部局、市町村、市民団体等）との連携に努めます。
　また、河川整備に際しては、掘削等に伴う濁水や土砂が直接河川へ
流入しないよう施工方法を工夫するなど、生物の生息環境への影響を
最小限に抑えるよう努めます。

府民意見

第３章　その他河川の整備を総合的に行うための必要な事項

「国が管理する宇治川や木津川などの水位上昇に影響を受ける河川
においては、国や関係市町とも連携を図り、防災情報の共有と円滑な
避難誘導の支援にあたる。」と追記。

■ 府民意見

第２章　河川の整備の実施に関する事項
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番号 頁 行 種別 意　見　・　要　望 対応頁 対　応　方　針 備　考

宇治川圏域河川整備計画（原案）に関する意見および対応方針

㉕ － － 語句 「および」を「及び」に修正。 － 修正。 庁内関係部局

㉖ － － 図表 図表番号と、本文中の参照番号が不整合。 － 修正。 委員会

㉗ － － 語句 関連する表・図を表示する場合、区点（。）の位置は表示の後ろである。 － 修正。 委員会

㉘ 17 12 要望

京都及び宇治都市計画区域マスタープラン（平成19年11月）において、「･･･総合的な治水
対策を河川整備計画等に基づき進める。」と規定しているが、概ね10年以内に実施予定と
している主要事業には東高瀬川と新田川は位置付けされていないため、次回の区域マス
タープラン改定時には本課との調整をお願いします。

－ 次回マスタープラン改定時に調整。 庁内関係部局

㉙ 18 21 要望
現在、京都府景観条例に基づく「京都府公共事業景観形成指針」を策定中であり、今後、
本指針の規定について配慮されたい。

－
事業実施に際し、「京都府公共事業景観形成指針」をはじめ、関係す
る景観計画等に配慮する。

庁内関係部局

㉚ 19 8 要望
古川上流部の市街地区間の整備方法について、具体の箇所としてどのような整備を実施
するのか記述されたい。

－
今後、詳細な調査・設計を行い、具体的な整備内容について関係機関
と調整を図ることとしている。

関係自治体

㉛ 19 8 要望

次の事項について整備計画に位置付けをお願いしたい。
・最下流に位置する国土交通省久御山排水機場について、計画に基づく排水量を確保す
るためポンプを増設すること。
・久御山排水機場は現在ポンフ。が3台設置されているが、最も新しいポンプでも設置から
20年が経過していることから、故障時等非常時において、隣接して設置されている巨椋池
排水機場との連携により排水量を確保すること。

－
久御山排水機場を所管する国土交通省が策定した河川整備計画に位
置付ける内容であり、増設の実施時期等については、今後、国とも調
整を図りたい。

関係自治体

㉜ 19 8 要望

古川の上流域では開発が現在も進み、河川への負荷(流入量の増加、流入時間が早くな
る)が増大しており、流域下流ではその影響が最も大きく出てくる状況にあります。
計画原案では「重点的かっ優先的に整備を実施する河川」に指定され、「確保した河川用
地を最大限活用し、河道拡幅と河床掘削により、河川の断面を広げ、流下能力の向上を
図る。」とありますので、計画に基づき早期の改修をお願いいたします。

－ 河川整備の目標を達成するため、事業費の確保等、促進を図る。 関係自治体

㉝ 19 9 要望
近年のゲリラ豪雨の発生状況に鑑み、特に沿川、流域での浸水被害が多発しているた
め、一級河川井川、名木川について、本計画の優先順位を高めるなど早期改修を要望す
る。

－
事業実施においては、上下流バランス等に配慮しつつ、浸水被害の軽
減を最優先に進めていきたい。

関係自治体

㉞ 37 10 要望

宇治川圏域の河川について、防災上必要な河川水位観測所の配備及び河川監視カメラ
の設置が進んでいるが、宇治川圏域河川のうち、東高瀬川に関しては水位観測所及び監
視カメラが設置されていなため、防災業務上必要な水位観測所及び監視カメラの設置を要
望する。

－
河川情報施設の整備については、地域防災（水防）計画に基づく防災
業務上の必要性や運用について個別に協議されたい。

関係自治体

㉟ 要望
重点整備を行う１１河川における河道整備と河道拡幅等の実施について、検討に当たって
は、既存の農業水利に影響が生じないよう配慮されたい。

－
事業実施にあたり水利施設が支障となる場合は、機能補償について
管理者と調整を図る。

庁内関係部局

■ その他、河川整備に際しての要望等

■ 表記全般
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